
（愛媛県身体障害者福祉法施行細則の一部改正）

第２条 愛媛県身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（更生相談所）

第１６条 更生相談所が法第１１条第２項又は第３項の規定による業務

（法第１０条第１項第１号に掲げる業務（法第１８条第２項

の措置に係るものに限る。）を除く。）を行ったときは、様

式第１５による相談記録票を作成し、保存しておかなければならな

い。

第１７条から第２７条まで 削除

（身体障害者生活訓練等事業等の開始の届出）

第２８条 法第２６条第１項の規定による届出は、様式第３４による身体

障害者生活訓練等事業等開始届出書によるものとする。

（身体障害者生活訓練等事業等の変更の届出）

（更生相談所）

第１６条 更生相談所が法第１１条第２項又は第３項の規定による業務

（法第１０条第１項第１号に掲げる業務（法第１７条の３第１項の規

定によるあつせん、調整若しくは要請又は法第１８条第３項及び第

４項の措置に係るものに限る。）を除く。）を行ったときは、様

式第１５による相談記録票を作成し、保存しておかなければならな

い。

（指定身体障害者更生施設等の指定申請書）

第１７条 施行規則第１１条の５に規定する申請書は、様式第１６による

指定身体障害者更生施設等指定申請書とする。

（指定身体障害者更生施設等の届出）

第１８条 施行規則第１１条の６の規定による届出は様式第１７による指

定身体障害者更生施設等変更届出書によるものとする。

（指定身体障害者更生施設等の指定辞退の申出）

第１９条 法第１７条の２９の規定により指定を辞退しようとする指定身

体障害者更生施設等の設置者は、様式第１９による指定身体障害者

更生施設等指定辞退申出書により、知事に申し出なければならな

い。

（指定身体障害者更生施設等に関する公示）

第２０条 第１７条の３１の規定による公示は、同条に定めるもののほか、

同条各号の措置に係る指定身体障害者更生施設等に関する次に掲

げる事項について行うものとする。

� 事業者番号

� 指定身体障害者更生施設等の設置者の名称及び主たる事務所

の所在地並びに代表者の氏名

� 指定身体障害者更生施設等の名称及び設置の場所

� 指定又は指定の取消し若しくは辞退に係る年月日

（指定身体障害者更生施設等に関する市町村等への情報提供）

第２１条 知事は、法第２章第２節の規定による指定又は第１９条の規

定による指定の辞退の申出の受理（以下この条において「指定等」

という。）をしたときは、市町村その他知事が必要と認める者に

対して、当該指定等に係る指定身体障害者更生施設等に関する次

に掲げる事項の全部又は一部の情報を提供するものとする。

� 事業者番号

� 指定身体障害者更生施設等の設置者の名称及び主たる事務所

の所在地並びに代表者の氏名及び住所

� 指定身体障害者更生施設等の名称及び設置の場所

� 指定又は指定の取消し若しくは辞退に係る年月日

� 事業開始年月日

� 運営規程

（委任）

第２１条の２ 第１７条から前条までに定めるもののほか、指定身体障

害者更生施設等の指定等に関し必要な事項は、知事が定める。

第２２条から第２７条まで 削除

（身体障害者相談支援事業等 の開始の届出）

第２８条 法第２６条第１項の規定による届出は、様式第３４による身体

障害者相談支援事業等開始届出書 によるものとする。

（身体障害者相談支援事業等 の変更の届出）
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第２８条の２ 法第２６条第２項の規定による届出は、様式第３４の２に

よる身体障害者生活訓練等事業等変更届出書によるものとする。

（身体障害者生活訓練等事業等の廃止の届出等）

第２８条の３ 法第２６条第３項の規定による届出は、様式第３４の３に

よる身体障害者生活訓練等事業等廃止（休止）届出書によるもの

とする。

第２８条の２ 法第２６条第２項の規定による届出は、様式第３４の２に

よる身体障害者相談支援事業等変更届出書 によるものとする。

（身体障害者相談支援事業等 の廃止の届出等）

第２８条の３ 法第２６条第３項の規定による届出は、様式第３４の３に

よる身体障害者相談支援事業等廃止（休止）届出書 によるもの

とする。

第２９条 法第２７条の規定により設置されている身体障害者更生援護

施設の長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載しておか

なければならない。

� 身体障害者更生援護施設台帳 様式第３５

� 入所者指導台帳 様式第３６

� 施設入所者台帳 様式第３７

様式第１６から様式第３３までを次のように改める。

様式第１６から様式第３３まで 削除

様式第３４中「身体障害者相談支援事業等開始届出書」を「身体障害者生活訓練等事業等開始届出書」に改める。

様式第３４の２中「身体障害者相談支援事業等変更届出書」を「身体障害者生活訓練等事業等変更届出書」に改める。

様式第３４の３中「身体障害者相談支援事業等廃止（休止）届出書」を「身体障害者生活訓練等事業等廃止（休止）届出書」に改める。

様式第３５から様式第３７までを削る。

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第３条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委任）

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５３条第２

項の規定により、次に掲げる知事の権限は、児童相談所長に委任

する。

� 法第２４条の３第１項の規定による施設給付決定（法第２４条の２

第２項の規定による障害児施設給付費の額の決定（法第２４条の

５の規定による認定を含む。）、法第２４条の３第６項の規定に

よる施設受給者証の交付及び児童福祉法施行規則（昭和２３年厚

生省令第１１号。以下「施行規則」という。）第２５条の９の規定

による負担上限月額等の通知を含む。）に関すること。

� 法第２４条の４第１項の規定による施設給付決定の取消し（同条

第２項の規定による施設受給者証の返還の受理を含む。）に関

すること。

� 法第２４条の１９第１項及び第２項の規定による情報の提供、相談

及び助言並びにあつせん、調整及び要請に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 施行規則第２５条の７第５項の規定による負担上限月額等の変

更（施行規則第２５条の９の規定による負担上限月額等の変更の

（委任）

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５３条第２

項の規定により、次に掲げる知事の権限は、児童相談所長に委任

する。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略
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通知を含む。）に関すること。

� 施行規則第２５条の７第７項の規定による施設給付決定に係る

事項の変更の届出の受理に関すること。

� 施行規則第２５条の７第９項の規定による施設受給者証の再交

付に関すること。

� 施行規則第２５条の７第１２項の規定による施設受給者証の返還

の受理に関すること。

� 施行規則第２５条の１９第１項の規定による特定入所障害児食費

等給付費の支給の決定に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 第８条の５の規定による障害児施設医療受給者証の交付に関

すること。

	 第８条の７第１項の規定による障害児施設医療受給者証の再

交付に関すること。


 第８条の８の規定による障害児施設医療受給者証の返還の受

理に関すること。

� 省略

２ 法第３２条第２項及び地方自治法第１５３条第２項の規定により、次

に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

� 法第２４条の２第１項の規定による指定知的障害児施設等の指

定の申請の受理に関すること。

 法第２４条の１０第１項の規定による指定知的障害児施設等の指

定の更新の申請の受理に関すること。

� 法第２４条の１３の規定による指定知的障害児施設等の指定に係

る事項の変更の届出の受理に関すること。

�の２ 法第２４条の１４の規定による指定知的障害児施設等の指定

の辞退の申出の受理に関すること。

�の３ 法第２４条の１５第１項の規定による指定知的障害児施設等

に対する報告の徴収及び立入検査に関すること。

�～� 省略

� 施行規則

第３７条第４項の規定による児童福祉施設（法

第２７条関係施設を除く。）に係る届出の受理に関すること（定

員の変更を伴うものを除く。）。

�～� 省略

３ 省略

（障害児施設給付費支給申請書等）

第８条 施行規則第２５条の７第１項及び第２５条の１９第１項に規定す

る申請書は、障害児施設給付費（特定入所障害児食費等給付費）

支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書（様式第１２号）に

よるものとする。

（障害児施設給付費利用者負担額変更申請書等）

第８条の２ 施設給付決定保護者は、法第２４条の３第４項に規定す

る施設給付決定又は法第２４条の７第１項に規定する特定入所障害

児食費等給付費の変更を受けようとするときは、障害児施設給付

費（特定入所障害児食費等給付費）利用者負担額変更申請書（様

式第１２号の２）を知事に提出しなければならない。

（施設給付決定変更届出書）

第８条の３ 施行規則第２５条の７第７項に規定する届出書は、施設

給付決定変更届出書（様式第１２号の３）によるものとする。

（障害児施設受給者証）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 法第３２条第２項及び地方自治法第１５３条第２項の規定により、次

に掲げる知事の権限は、地方局長に委任する。

�から�まで 削除

�～� 省略

� 児童福祉法施行細則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「施行

規則」という。）第３７条第４項の規定による児童福祉施設（法

第２７条関係施設を除く。）に係る届出の受理に関すること（定

員の変更を伴うものを除く。）。

�～� 省略

３ 省略

第８条から第１６条まで 削除
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第８条の４ 法第２４条の３第６項に規定する施設受給者証は、障害

児施設受給者証（様式第１２号の４）によるものとする。

（障害児施設医療受給者証）

第８条の５ 知事は、法第２４条の３第４項に規定する施設給付決定

に係る障害児が法第２４条の２０に規定する障害児施設医療を受けよ

うとするときは、当該施設給付決定保護者に対し、障害児施設医

療受給者証（様式第１２号の５）を交付するものとする。

（障害児施設受給者証再交付申請書）

第８条の６ 施行規則第２５条の７第９項の規定による施設受給者証

の再交付の申請は、障害児施設受給者証再交付申請書（様式第１２

号の６）によるものとする。

（障害児施設医療受給者証再交付申請書等）

第８条の７ 施設給付決定保護者は、障害児施設医療受給者証を破

り、汚し、又は失つたときは、障害児施設医療受給者証再交付申

請書（様式第１３号）を知事に提出しなければならない。

２ 障害児施設医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請

には、同項の申請書にその障害児施設医療受給者証を添えなけれ

ばならない。

（障害児施設医療受給者証の返還）

第８条の８ 施設給付決定保護者は、障害児施設医療受給者証の再

交付を受けた後、失つた障害児施設受給者証を発見したときは、

速やかにこれを知事に返還しなければならない。

（高額障害児施設給付費支給申請書）

第９条 施行規則第２５条の１７第１項に規定する申請書は、高額障害

児施設給付費支給申請書（様式第１４号）によるものとする。

（委任）

第１０条 第８条から前条までに定めるもののほか、障害児施設給付

費、特定入所障害児食費等給付費、障害児施設医療費及び高額障

害児施設給付費に関し必要な事項は、知事が定める。

（指定知的障害児施設等指定申請書等）

第１１条 施行規則第２５条の２１第１項（同条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する申請書は、指定知的障害児施設等指定

（更新）申請書（様式第１５号）によるものとする。

（指定知的障害児施設等変更届出書）

第１２条 法第２４条の１３の規定による届出は、指定知的障害児施設等

変更届出書（様式第１６号）によるものとする。

（指定知的障害児施設等の指定の辞退の申出）

第１３条 法第２４条の１４の規定による指定の辞退は、指定知的障害児

施設等指定辞退申出書（様式第１７号）を知事に提出して申し出な

ければならない。

（指定知的障害児施設等に関する公示）

第１４条 法第２４条の１８の規定による公示は、同条に定めるもののほ

か、同条各号の措置に係る指定知的障害児施設等に関する次に掲

げる事項について行うものとする。

� 事業者番号

� 指定知的障害児施設等の設置者の名称及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名

� 指定知的障害児施設等の名称及び所在地

� 指定又は指定の取消し若しくは辞退に係る年月日

（指定知的障害児施設等に関する市町村等への情報提供）

第１５条 知事は、法第２４条の２第１項の規定による指定、法第２４条

の１４の規定による指定の辞退の申出の受理又は法第２４条の１７の規

定による指定の取消し（以下「指定等」という。）をしたときは、
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市町村その他知事が必要と認める者に対して、当該指定等に係る

指定知的障害児施設等に関する次に掲げる事項の全部又は一部の

情報を提供するものとする。

� 事業者番号

� 指定知的障害児施設等の設置者の名称及び主たる事務所の所

在地並びに代表者の氏名及び住所

� 指定知的障害児施設等の名称及び所在地

� 指定又は指定の取消し若しくは辞退に係る年月日

� 事業開始年月日

� 運営規程

（委任）

第１６条 第１１条から前条までに定めるもののほか、指定知的障害児

施設等の指定等に関し必要な事項は、知事が定める。

（児童自立生活援助事業開始届出書）

第３６条 法第３４条の３第１項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業開始届出書（様式第３０号の５）によるものとする。

（児童自立生活援助事業変更届出書）

第３７条 法第３４条の３第２項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業変更届出書（様式第３０号の６）によるものとする。

（児童自立生活援助事業廃止届出書等）

第３８条 法第３４条の３第３項の規定による届出は、児童自立生活援

助事業廃止（休止）届出書（様式第３０号の７）によるものとする。

（障害児相談支援事業等開始届出書）

第３６条 法第３４条の３第１項の規定による届出は、障害児相談支援

事業等開始届出書（様式第３０号の５）によるものとする。

（障害児相談支援事業等変更届出書）

第３７条 法第３４条の３第２項の規定による届出は、障害児相談支援

事業等変更届出書（様式第３０号の６）によるものとする。

（障害児相談支援事業等廃止届出書等）

第３８条 法第３４条の３第３項の規定による届出は、障害児相談支援

事業等廃止（休止）届出書（様式第３０号の７）によるものとする。

様式第１２号から様式第１７号までを次のように改める。

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号外１

５６



様式第１２号（第８条関係） 障害児施設給付費（特定入所障害児食費等給付費）支給申請書兼利用者負担額減額（免除）申請書

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号外１

５７



愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号外１

５８



愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号外１

５９



様式第１２号の２（第８条の２関係） 障害児施設給付費（特定入所障害児食費等給付費）利用者負担額変更申請書

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号外１

６０



愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号外１

６１



様式第１２号の３（第８条の３関係） 施設給付決定変更届出書

愛 媛 県 報平成１８年１１月２１日 第１８１４号外１

６２



様式第１２号の４（第８条の４、様式第１２号、様式第１２号の２、様式第１２号の６関係） 障害児施設受給者証

（表）

愛
媛

県
報

平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

６３



（裏）

愛
媛

県
報

平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

６４



様式第１２号の５（第８条の５、様式第１３号関係） 障害児施設医療受給者証
愛

媛
県

報
平
成
１８
年
１１
月
２１
日

第
１８１４

号
外
１

６５


